
経営者様・管理者様へ 
 

運輸安全マネジメント「国土交通省認定セミナー」のご案内 
～中小規模事業者を対象としたガイドラインセミナー～ 

 

本セミナーは、自動車運送事業者に期待される安全管理の取組みについて、中小規模事業者

を主な対象とした運輸安全マネジメントセミナー（ガイドラインセミナー）の取組事例を交えてわか

りやすく解説します。 

 

☆ 日    時 ： 平成３０年９月１１日（火曜日）        

１３：００ ～ １６：３０                    
 

☆ 場    所 ：  中央電気倶楽部 会議室  

              大阪市北区堂島浜２丁目１番２５号             

            ＴＥＬ：０６－６３４５－６３５１              
 

☆ 実 施 者 ： （公財）関西交通経済研究センター  

            （運輸安全マネジメント支援センター）      
  

☆ 講    師 ： （公財）関西交通経済研究センター  

主任研究員                           
 

☆ 区    分 ： ガイドライン解説 

（中小向けガイドライン） 
 

☆ 受 講 料 ： ４，０００円（資料代含む） 
 

☆ 募集人員 ： ６０名 （定員に達した場合は締め切らせていただきます。） 
 

☆ 受講済証 ： 有り（遅刻・早退者は、受講済証の交付はできません。） 
 

☆ 監査インセンティブ 
 

 

地方運輸局は、経営管理部門（※）の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受

講内容を活用していることが確認された事業者については、長期未監査を理

由とする監査の対象としないことができるものとする。 
（出典：２０１４年１月２４日付け、国土交通省大臣官房・自動車局通達） 

 

             ※ 「経営管理部門」とは、「現業実施部門（輸送の安全に係る運行、整備等輸送サ 

ービスの実施に直接携わる部門）を管理する責任・権限を持つ部門」を意味し、 

具体的には、経営トップ、安全担当の役員・部長等が該当します。 
 

◎ この監査インセンティブの適用を希望される場合は、単にセミナーを受講するだけではなく、

各事業者様において認定セミナーの内容を活用いただき、その後、国に所定の調査票を提

出していただく必要があります。調査票については、セミナーの当日にご説明いたします。 

 

☆ 個人情報の取扱 

   国のルールに則り、セミナー実施者である（公財）関西交通経済研究センターは、経営管理

部門の要員がセミナーを受講された場合は「事業者名、受講者の氏名、受講した認定セミ 

ナー」を国に通知します。なお、国への通知を希望されない場合は、申込書の経営管理部門

の要員に「該当しない」にチェックを入れて下さい。 
 

☆ アンケートの使途 

   認定セミナーの評価の把握に関するアンケート（国作成、国に提出）を回収させていただきま

す。アンケートは、数問のごく簡単な質問ですので、ご協力をお願いします。 

 

★ＪＲ大阪駅から徒歩約１２分・北新地駅から徒歩約７分
★地下鉄四ツ橋線西梅田駅から徒歩約６分

（堂島地下街南詰Ｃ－９３番出口）
★京阪中之島線 ： 渡辺橋駅から徒歩約５分

京阪中之島線



運輸安全マネジメント「国土交通省認定セミナー」 

参加申込書 兼 受講票 

① 下記参加申込書の太枠内に必要事項を漏れなくご記入のうえ、公益財団法人 関西交通経

済研究センターあて ＦＡＸ 又は Ｅメール でお申し込み下さい。  受付後、「受講票」をＦＡＸ

にてお送りいたします。

② 申し込み締め切り日は、２０１８年８月３０日（ 木曜日 ）です。

( 定員（６０名）に達した場合は、締め切らせていただきます。) 

③ 当日は、参加申し込み確認のため、受付にて「参加申込書 兼 受講票」をご提出下さい。

④ 受講料は、受講当日受付時にお支払い下さい。

お申し込みＦＡＸ番号 ： ０６－６５４３－６２９５ 

Ｅ‐mail： a - tsd @ kankouken.org

貴社の事業の種類 ： 口 バ ス  口 ハイヤー・タクシー 口 トラック   口その他 

（ふりがな） 

御社名 

ＴＥＬ （  ）    － 

ＦＡＸ （  ）   － 

E-mail ： 

ご住所 
（〒     －     ） 

（ふりがな） 

お名前 

お役職 

経営管理部門の要員に、 （ 口 該当する。  ・  口 該当しない。 ） 

※１ 認定セミナーの監査インセンティブは、「経営管理部門の要員」が受講した場合のみ適用されます。 

※２ 経営管理部門の要員とは、「現業実施部門（輸送の安全に係る運行、整備等輸送サービスの実施に直接携わ

る部門）を管理する責任・権限を持つ部門の要員」を意味し、具体的には、経営トップ、安全統括管理者、安全

担当役員、安全担当の管理者などが該当します。 

【 お問い合せ ・ お申込み先 】 

公益財団法人 関西交通経済研究センター 

ＴＥＬ ： ０６－６５４３－６２９１  ／  ＦＡＸ ： ０６－６５４３－６２９５ 

【 個人情報の取扱について 】 

参加申込書にご記入頂きました個人情報は厳正に管理し、本セミナーに関する確認・連絡の通知の際に使

用させて頂きます。他の目的での利用や第三者へ提供することは一切ございません。 

※受講番号（主催者記入欄） 

2018 年９月11日開催. ガイドライン 

運輸安全マネジメント支援センター 

mailto:a-tsd@kankouken.org

